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学校の再開に向けて（お願い） 

 ５月２１日より待ちに待った分散登校という形での学校の再開が決定しました。 

 しかし、感染者がゼロになったわけではなく、細心の注意を払って学校を再開する必要が

あります。保護者の皆さまも再開に向けて心配な気持ちでいらっしゃると思いますので、丁

寧な説明が必要だと考えます。 

 そこで、玉川小学校では子どもたちが生活する一日を通して、次のような対策をしていき

たいと考えます。ご家庭と一体となり完全収束まで、子どもたちをコロナウィルスから守っ

てまいりたいと思います。少し長い文章になりますが最後までお読みいただき、ご協力をお

願いいたします。 

なお、☆印は保護者の皆さまに協力していただきたい内容です。 

 

１ 今後の日程 

① 学校再開準備期間 ５月２１日(木)から２６日(火)まで 

１クラス２０人以下の通学班で２つのグループに分けて午前中３時間の登校。 

A 班･･･５月２１日(木)、２５日(月) 

B 班･･･５月２２日(金)、２６日（火） 

この２日間の登校では、授業を進めるのが目的ではなく、以下のことを行います。 

ア 健康状態の把握  イ 教育相談（休業中の過ごし方や悩みなどの相談・心のケア） 

ウ 課題のチェック  エ 習熟度チェック（動画等で学習したことがどのくらい定着

しているか把握します） オ 学級活動  カ 健康診断（身長・体重等）養護教諭が一

人一人の健康状態をチェックする意味もあります。 

☆ この間、自主登校教室は図書室で席を離して実施します。放課後なかよし教室・こど 

もの家は現状通り行います。なかよし教室利用の場合次のような方法も可能です。なか 

よし教室・こどもの家に行く日はお弁当持参でお願いします。 

・分散登校の日   分散登校→なかよし教室・こどもの家 

・分散登校のない日 自主登校教室→なかよし教室・こどもの家 

☆ 自主登校教室は１１時３０分までです。 

② 学校再開Ⅰ〈分散登校〉５月２７日（水）から６月５日（金） 

１クラス２０人以下の通学班で２つのグループに分けて午前中４時間の登校。 

A 班･･･５月２７日（水）・２９日（金）・６月２日（火）・４日（木） 



B 班･･･５月２８日（木）・６月１日（月）・３日（水）・５日（金） 

この２日間の登校では、４０分授業で４時間の授業を行います。給食は個別包装給

食（牛乳〈豆乳を申し込む児童は豆乳〉・パン・ジャム・デザート）があります。 

清掃は行いません。児童が下校後職員による教室・手洗い場・トイレ清掃・消毒を

行います。 

 

③ 学校再開Ⅱ〈通常登校〉６月８日（月）から１２日（金）まで  

全日登校。４５分授業５時間の授業を行います。通常の給食が始まります。清掃は行 

いません。児童が下校後職員による教室・手洗い場・トイレ清掃・消毒を行います。 

☆ 学校再開準備期間、学校再開Ⅰ、学校再開Ⅱ、（５月２１日から６月１２日まで）は、 

朝放課、２０分放課、昼放課を設定しません。外遊びや図書室での読書ができません。 

 

④ 学校再開Ⅲ〈通常登校〉６月１５日（月）から 

通常授業を行います。朝放課、２０分放課、昼放課も設定します。放課の時間に運動 

場や図書室が密にならないよう、時間割をずらすなどの工夫をします。 

 

２ 登校時（５月２１日から実施） 

① １年生に合わせて通学班でゆっくりと登校します。１列の並び方を指導します。 

☆ 集合場所や歩行時に、密状態ができないようお子さんに「友だちとの距離をとる」 

「近距離で話をしない」などの指導をお願いします。 

☆ 毎朝検温し、「健康観察カード」の記入をお願いします。３７．５度以上の熱がある場 

合や体調の悪い場合は、登校を控えてください。 

☆ 登校を見合わせる場合は、欠席扱いにはしませんが、電話で学校にご連絡をお願いい 

たします。連絡帳での欠席連絡はしばらく控えてください。 

☆ 毎日マスクの着用をお願いします。布マスクでも十分です。飛沫が飛び散るのを防ぎ、 

子どもたちが鼻や口に直接手を触れないようにするという効果があります。 

② ４か所に分かれて担当職員がチェックします。検温を忘れた児童はその場で検温しま 

す。 

☆ 朝の検温を忘れると教室に入る時間が遅くなりますので、忘れないようにご配慮くだ 

さい。検温の結果３７．５度以上の熱がある場合は、生活科室で待機させますので、お 

迎えをお願いいたします。 

③ 教室に入る前に、アルボース石鹸で手洗いをします。密にならないよう離れて並んで 

手洗いをします。また、蛇口もできるだけ触れないよう水を出したまま次の児童と交代 

します。 

☆ 学校でも４月の登校日に指導しましたが、ご家庭でも今一度正しい手洗いの仕方を教 

えていただくようお願いいたします。 



☆ 一日に何度も手洗いを行います。ハンカチを必ず持たせてください。予備を持たせて 

いただいても良いかと思います。 

☆ 手にウィルスが残りやすい部分として爪が考えられます。爪をいつも短く切っておく 

ようにしてください。 

 

３ 教室では（５月２１日から実施） 

① 朝の会で再度健康観察をしっかりと行います。 

② 教室・廊下の天窓は常に全開にし、窓は常に半開の状態にします。室温はエアコンと 

扇風機で調節します。放課はすべての窓を全開にし、換気をします。 

③ 席は間隔を空けて着席します。二人組や班隊形にはしません。 

座席のイメージ。×の座席は空けます。 

  

 

４ 授業について（５月２７日より実施） 

① 国語、算数を最優先にします。学校再開準備期間での習熟度チェックをもとに前年度 

の積み残しと４月からの学習を能率よく履修していく工夫をします。しばらくは国語 

の授業でも音読はしません。 

☆ 授業での忘れ物に注意してください。たとえば、筆箱を忘れた場合、誰かの鉛筆を借 

りることになると感染のリスクにつながってしまいます。「自分のものを自分で使う」 

教卓



しばらくは、そういったことが必要です。ご家庭でも忘れ物のないように心がけさせて 

ください。 

② 次に社会、理科、体育を優先します。 

・体育については、夏休みが短縮された時に猛暑の中でできない可能性が高いので体

育の時間も実施していきます。カリキュラムを再編成して、密集したり接触したりす

る単元を後に回して、接触のない単元をはじめに実施します。しばらくは運動場で軽

く体を動かす程度の運動から始めていきます。また、本年度は水泳指導を中止します。 

・音楽については狭い空間や密集での歌唱指導や身体接触を伴う活動は当面行いませ

ん。 

・家庭科での調理実習は当面行いません。 

・しばらくは英語の授業でのアクティビティは行いません。 

☆ 調理実習等学校でできない場合、教師による事前指導・事後指導とご家庭における学 

習の組み合わせによる指導とする場合があるかもしれません。是非、ご協力をお願い 

いたします。 

③ トイレは密を避けるため、放課に集中するのではなく、授業中も許可します。 

 

５ 給食時（給食開始時） 

① 給食当番は手洗いをした後、手指の消毒をします。 

② パンは一つ一つビニル袋に入った状態で配膳されます。 

③ 配膳台は、消毒液をつけたキッチンペーパーで拭き、毎回破棄します。 

④ 班ごとに順番で手洗いをし、手洗い後は着席します。 

⑤ 子どもたちの机は消毒液を吹きかけた後、各自でふき取ります。 

⑥ 給食当番以外の児童は手洗いをした後、マスクをつけて着席し、配膳を待ちます。 

⑦ 「いただきます」「ごちそうさまでした」のあいさつは、心の中で行います。 

⑧ 食事中は班にせず、席を離した状態で、できるだけ会話せず食べます。外したマスク 

は床に落とさないように机横のフックにかけます。 

⑨ 一度配膳された給食は、減らすことはしません。食べられないときには残します。 

⑩ おかわりは、教師が盛り付けます。 

⑪ 片付けは一斉に行わず、班ごとに行います。 

☆ 給食時のナフキンを忘れないよう、また、清潔なものを持たせるようにお願いいたし 

ます。 

☆ 自分の机を拭くための布かティッシュを持たせてください。 

 

６ 休み時間の過ごし方（６月８日より） 

① 外遊びは可とします。マスクを着用して、できるだけ接触を避けるような遊びを奨励 

します。外から帰った時には、必ず手洗いを行います。 



② 図書館は開館します。座席の数は半分にします。図書室に入室・退室する際に手洗い 

を徹底する対策をします。本の貸し出しは、完全収束まで行わない予定です。 

 

７ 下校時 

① 昇降口での密を避けるため、通学班による時間差下校を行います。 

② 学校から集合場所までの距離が遠い班から、職員付き添いの下で下校します。 

 

８ その他学校で注意喚起すること 

① できるだけ密着しない。子どもたちはじゃれあったりすることが大好きです。しかし、 

しばらくはできるだけ控えさせるよう指導していきます。 

② 教室やトイレなど、子どもたちが利用する場所のうち、特に多くの子どもたちが手を 

 触れる箇所（ドアノブ、手すり、スイッチなど）は、一日一回以上消毒液を使用して清 

掃を行います。 

③ このような時こそ、人権意識や思いやりの気持ちを育てることが大切だと考えます。 

欠席者や体調不良児童に差別的な発言をしないよう学校で十分指導していきます。 

④ 雑巾は名前を書き、自分持ちで使用します。 

⑤ 帰りの会で一日距離を保って生活できたか、手洗いができたかなど一日の振り返りを 

行い、感染予防の生活習慣づけを行います。 

☆ 抵抗力を高めるため、食事や睡眠に気を付け、規則正しい生活を心がけてください。 

☆ 感染予防は、手洗いが基本です。手や目、口を触らないことも十分指導してください。 

☆ ６月１２日までは、欠席者への配布物を他の児童には預けません。（兄弟については、 

預けます）保護者に取りに来ていただくか、緊急性のないものについては後日配布しま 

す。 

 ☆ ６月１２日までは体調不良を訴えた時や発熱した場合、保健室で休ませることはせ 

ず、生活科室で待機させ、お迎えをお願いしますのでよろしくお願いいたします。 

 

長い文章を最後までお読みいただき、ありがとうございました。学校は、子どもたちの

感染予防に最大限の配慮をしてまいります。子どもたちにとってはしばらく少し窮屈な

日常になってしまうかもしれません。困難を乗り越えた時には、思い切り楽しい学校にし

ていきたいと考えています。ご家庭でも、ご理解いただき励ましていただけるようお願い

いたします。また、この先、さらに課題が出てきた場合やコロナ感染の状況が変化したと

きには、適切に対処をしてまいりたいと思います。それでもリスクがゼロになるわけでは

ありません。 

保護者の皆さまと一緒になって、学校を再開してまいりたいと思います。お気づきの点

がありましたら、お知らせください。 


